
3.1 設計の範囲   給水装置の設計の範囲は，給水栓までとする。ただし受水槽を設けるも

のにあっては，受水槽の注水口までとする。また設計は，現地調査，給水

方式の選定，布設位置，口径の決定，図面等，提出書類の作成等をいい，

次に掲げることに留意して行わなければならない。

1.水圧及び所要の水量が確保できること。

2.水が汚染され，又は逆流する恐れがないこと。

3.水道以外の配管とは接続しないこと。

3.2 調査と協議

3.2.1 調  査   給水装置の設計にあたっては次の事前調査，及び現場調査を十分行い必

要な資料を収集すること。

(1) 申請地付近の配水管の埋設状況

① 被分岐管の能力

② 私有管の有無

(2) 関係のある既設給水装置

(3) 建築配置図と関係図面

(4) 権利及び利害関係

① 私有管の所有者

② 既設給水装置の所有者

③ 土地の所有者（私道・宅地）

④ その他

(5) 使用目的，使用人員，取付栓数

(6) 新設給水管の管種，口径及び引き込み位置

(7) メータ及び止水栓の設置位置

(8) 給水管の位置と取り付け器具の種類，数量

(9) 分岐点（配水管・連合給水管）と給水口の高低

(10) 配水管の年間最小動水圧

(11) 給水方法の確認（直結方式・受水槽方式）

(12) 道路種別（公道・私道）

(13) 河川と水路

(14) 地下埋設物の状況

(15) 工事による影響（断水，騒音，振動，交通障害等）

(16) その他設計に必要な事項

3.2.2 協  議 　設計及び施工前に遺漏のないよう関係官公署等と十分に協議すること。

3.3 給水管及び   給水管及びメータ口径の決定は，水理計算によることを原則とする。一

　メータの口径 般家庭等で小規模なメータ口径(直結でφ25mm まで）の場合は，次の水理

計算を省略することができる。

　ただし、２階での給水管の最小動水圧が 0.147MPa(1.5kgf/cm
2
)を確保で

きない恐れがある場合には、給水管の口径はφ20以上としなければならな

い。
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3.3.1 一般家庭等 　給水管及びメータ口径は，下記の表3-1 を目安とする。

 (メータ口径φ25

 mmまで)の直結給

  水で水理計算を

  省略する場合

　メータ口径φ13mmにおける水栓数は６栓までを原則とするが、外水栓の

み７水栓目の使用を認めることとする。

3.3.2 設計水量   直結方式の水理計算における設計水量は，区間流量方式により算出する。

また受水槽方式の場合は，業態に応じた使用量より求める。

(1) 直結方式

  区間設計水量は，下流側全給水器具の用途別使用水量(表3-2)と給水器

具数と使用水量比(表3-3)を考慮して求める。

区間設計水量＝下流側全給水器具の用途別使用水量÷

　　　　　　　　　　　　　下流側総給水器具数×使用水量比

(2) 特殊な使用者の同時使用水栓

  学校の手洗所のように同時使用の極めて高い場合には，手洗器，

小便器，大便器など，その用途ごとの使用水量(表3-2)に同時使用水栓数

(表3-4)を乗じて求める。また，使用形態が特殊な場合については同時使

用する給水器具を需要者の意見なども参考にして決定する。

口　径 (mm) 給水栓数

１３ ６栓まで

２０ ７～１２栓まで

２５ １３～２４栓まで

表 3-1  給水管・メータ口径と給水栓数

用  途
使用水量
（ℓ/min）

対応する給水
器具の口径 

(mm)
備　考

台所流し 12～40 13～20

洗濯流し 12～40 13～20

洗面器  8～15 10～13

浴槽（和式） 20～40 13～20

浴槽（洋式） 30～60 20～25

シャワー  8～15 10～13

小便器（洗浄水槽） 12～20 10～13 　　1回（４～６秒）

小便器（洗浄弁） 15～30 13 　　の吐出量

大便器（洗浄水槽） 12～20 10～13 　　２～３ℓ

大便器（洗浄弁）  70～130 25 　　1回（８～12秒）

手洗器  5～10 10～13 　　の吐出量

消火栓（小型） 130～260 40～50 　　13.5～16.5ℓ

散　水 15～40 13～20

洗　車 35～65 20～25 業務用

表 3-2　用途別使用水量

総給水器具数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30

使用水量比 1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0 

表 3-3　給水器具と使用水量比
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(3) 受水槽方式

  建物種類別の１日当たり使用水量は，その業態に応じた１人１日当たり

使用水量(表3-8)に使用人員を乗じて求める。又は，建築物の単位床面積

当たり使用水量(表3-6)に有効床面積を乗じて求めても良い。

　又、共同住宅の標準世帯人数については表3-7を標準とする。

　　設計水量＝１人１日当たり使用水量×使用人員

　　　（又は，単位床面積当たり人員×床面積）

　　設計水量＝単位床面積当たり使用水量×有効床面積

表 3-4　同時使用率を考慮した水栓数

水栓数 同時使用水栓

       1個   1個

 2～ 4 2

 5～10 3

11～15 4

16～20 5

21～30 6

総戸数 1～3 4～10 11～20 21～30 31～40 41～60 61～80 81～100

同時使用率（％） 100 90 80 70 65 60 55 50 

表 3-5　給水戸数と同時使用率

建築種別 1m2当たり使用水
量（ℓ）

有効床面積の全床
面積に占める割合

 ホテル 40～50 　44～46％

 デパート 25～35 66～67

 劇場 20～30 53～55

 病院 30～50 45～48

 会社、事務所 20～30 55～57

 官公署 20～25 55～57

表 3-6　単位床面積当たり使用量

世帯数人員 室構成

１人 １ＤＫ

１人
（中高齢単身）

１ＤＫ

２人 １ＬＤＫ

３人 ２ＬＤＫ

４人 ３ＬＤＫ

表 3-7　共同住宅の標準世帯人員表
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